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規 則

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１１月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０４号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第４２号）の一部を次のように改正する。
別表第１の１の表道公営住宅の部北広島市の項中「１，５３４」を「１，５２９」に改め、同部�別
市の項中「１７９」を「２１９」に改め、同部深川市の項中「７０」を「１１０」に改め、同部旭川市
の項中「１，３０８」を「１，３０４」に改め、同別表の２の表駐車場の部北広島市の項中「２７５」を
「２９８」に改め、同部�別市の項中「１１４」を「１５４」に改め、同部深川市の項中「７０」を
「１１７」に改め、同部旭川市の項中「２５６」を「２７６」に改め、同部幕別町の項中「１５２」を
「１９２」に改め、同表集会所の部中
「

」
を美唄市 １

「

に、
美唄市 １

�別市 １
」

「

」
を砂川市 ３

「

」

に改める。
砂川市 ３

深川市 １

別表第４北斗市の部七重浜団地駐車場の項、七飯町の部グリーンヒルななえ団地駐車場の

項及び江差町の部円山通り団地駐車場の項中「３，０４０円」を「３，４９０円」に改め、同表小�市
の部新光団地駐車場の項中「３，５４０円」を「３，９４０円」に改め、同表�別市の部中
「

」
をひばり第２団地駐車場 ２，６９０円

「

」

に改め、同表深
ひばり第２団地駐車場 ２，６９０円

�別ふれあい団地駐車場 ２，９２０円

川市の部中
「

」
を緑町中央団地駐車場 ２，９２０円

「

」

に改め、同表留
緑町中央団地駐車場 ２，９２０円

であえーる北光中央団地駐車場 ２，９２０円

萌市の部栄町団地駐車場の項及び高砂団地駐車場の項、北見市の部寿団地駐車場の項及びサ

ンライズ北２条団地駐車場の項、網走市の部中央公園団地駐車場の項、室蘭市の部常盤団地

駐車場の項並びに帯広市の部緑西団地駐車場の項、公園東町団地駐車場の項、緑ヶ丘団地駐

車場の項、新緑団地駐車場の項及び中央団地駐車場の項中「３，０４０円」を「３，４９０円」に改め、

同表幕別町の部中

「

」
をとかち野団地駐車場 ２，９２０円

「

」

に改め、同表釧
とかち野団地駐車場 ２，９２０円

あかしや南団地駐車場 ２，９２０円

路市の部ことぶき団地駐車場の項中「３，５４０円」を「３，９４０円」に改める。
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１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、
当該各号に定める日から施行する。
� 別表第１の１の表道公営住宅の部北広島市の項及び旭川市の項並びに同別表の２の表
駐車場の部北広島市の項及び旭川市の項の改正規定 平成２０年１２月１日

� 別表第１の１の表道公営住宅の部�別市の項及び深川市の項並びに同別表の２の表駐
車場の部�別市の項、深川市の項及び幕別町の項並びに同表集会所の部�別市及び深川
市の項並びに別表第４�別市の部、深川市の部及び幕別町の部の改正規定 平成２１年１
月１日

２ この規則の施行の日前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第７２７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、石狩花畔土地改良区か
ら、次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成２０年１１月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２０．４．１ 監 事 吉 田 宣 晃 石狩市生振９３番地１
退 任 同 ２０．３．１０ 監 事 阿 部 武 勲 石狩市生振４０６番地３

北海道告示第７２８号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２０年１１月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 夕張市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 ダム用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び夕張市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７２９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１１月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 赤平奈井江線 空知郡奈井江町字東奈井江２０４番１地先から 平成２０．１１．２０
北海道札幌土木現業所 空知郡奈井江町字東奈井江１９９番２地先まで
道道 函 館 上 磯 線 函館市亀田本町８７番１５地先から 同 ２０．１１．２５
北海道函館土木現業所 函館市昭和２丁目１８２番５地先まで

北海道告示第７３０号

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１１条第１項の規定により、次のとおり市街地再開

発組合の設立を認可した。

平成２０年１１月１８日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 組 合 の 名 称 稚内駅前地区市街地再開発組合

２ 事 務 所 の 所 在 地 稚内市中央３丁目１６番２３号

３ 設立認可の年月日 平成２０年１１月１０日

４ 事 業 施 行 期 間 平成２０年１１月１０日から平成２４年３月３１日まで

５ 施 行 地 区 稚内市中央３丁目５６８番１、５６８番３、５６８番４、５６８番５、

５６８番８、５６８番９、５６８番１１、５６８番１２の一部、５６８番１４、５６８番

１６、５６８番１８、２０４９番５、２４２５番１、２４２５番２、２４２５番３、

２４２５番４の一部、２４２５番７、２４２５番８、２４２５番９、２４２５番１０、

２４２５番１１、２５３４番２及び２５５３番の一部

６ 事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで。ただし、平成２０年度は、

平成２０年１１月１０日から平成２１年３月３１日まで

７ 公 告 の 方 法 この事業の公告は、事務所の掲示場のほか、組合が適当と認

める場所に掲示して行う。

８ 権利変換を希望しない 平成２０年１２月１７日

旨の申出をすることが
できる期限

道 公 安 委 員 会 告 示

北海道公安委員会告示第１２８号

行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４８条において準用する同法第４２条第２項ただ
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し書及び第３項の規定により、次のとおり公示送達する。
平成２０年１１月１８日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子
１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名
� 異議申立書記載の住所 札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目２２番１３－１０３号
� 異 議 申 立 人 小 川 潤 三
２ 公 示 事 項
異議申立人が、行政不服審査法第６条の規定に基づき、平成２０年７月２２日（郵便の消印
日同年７月２１日）付けで当公安委員会に提起した異議申立てについて、当公安委員会は、
同年９月３日付けで決定をしたが、異議申立人に決定書の謄本を送付することができない。
よって、当該決定書の謄本は、当公安委員会（北海道警察本部警務部監察官室）で保管し、
いつでもこれを交付するから、異議申立人は当公安委員会に出頭の上、受領されたい。
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